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～音別支所からのお知らせ～

 

 

 
 

今年で７９回目となる共同募金運動が１０月１日、全国一斉にスタートしました。 

本年度も地域住民、ボランティア、市民活動団体の皆様と連携しながら、目標額の達成に向けて運動を推進

してまいります。 

○街頭募金 

【釧路地区】10 月 1 日(水)～5 日(日)・10 日(金）・11 日(土)の 7 日間、 

市内 18 店舗 

【阿寒地区】10 月 10 日(金) 阿寒観光汽船乗り場 

11 日(土)・12 日(日) 道の駅阿寒丹頂の里 

【音別地区】10 月 4 日(土) 音別町ふれあい広場 

11 月 3 日(月) 音別町文化祭 

○戸別募金・・地域で展開される募金活動(10 月～11 月下旬) 

○法人募金・・市内の企業等のご協力による募金活動(10 月～11 月下旬)  

■市民歳末たすけあい募金 

【釧路地区】12 月 1 日(月)～31 日(水)の期間中に運動を展開いたします。 

 

本年度も共同募金運動へのご理解とご協力よろしくお願い致します。 
 

■ お問い合わせ先：釧路市共同募金委員会 ０１５４（２４）１５６５ 

 

 

 

 

 

「家族介護教室」は、講義や実技を通して、高齢者介護についての技術や介護・

医療サービス等に関する知識を習得することや、介護予防や介護者の健康づくりに

ついて理解を深めることを目的として、年４回開催しています。 

現在、第２回目の参加者を募集しています。高齢者介護をされている方はもちろ

ん、今後介護を担う予定の方や介護予防に関心のある方ならどなたでも参加いただ

けます。参加費は無料ですので、多くの方のご参加をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

■ お問い合わせ先：音別支所地域福祉係 ０１５４７（６）２９４１ 

 

 

 

U R L 

メールアドレス 

本 所 

 

阿 寒 支 所 

 

音 別 支 所 

 

http://www.kushiro-city-shakyo.or.jp 

webmaster@kushiro-city-shakyo.or.jp 

釧路市旭町 12 番 3 号 釧路市総合福祉センター内 

(代表)0154(24)1565・FAX0154(23)3776 

釧路市阿寒町中央 1 丁目 7 番 12 号阿寒町保健・福祉サービス複合施設ひだまり内 

0154(66)4200・FAX0154(66)4300 
釧路市音別町本町 3 丁目 50 番地 音別町社会福祉会館内 

01547(6)2941・FAX01547(9)5450 

社会福祉法人釧路市社会福祉協議会

１．赤い羽根共同募金がスタートしました！ 

 

※昨年度の街頭募金活動写真です 

令和７年 １０月号 

２．家族介護教室を開催します！ 

 

■ 日 時：１０月３０日（木）１０：００～１１：３０ 

■ 場 所：音別町コミュニティセンター 

■ テーマ：「成年後見制度のいろは」 

■ 説 明：釧路市権利擁護成年後見センター 

副センター長 髙尾 悠太 氏 
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阿寒地域住民福祉活動研修会『福祉映画のつどい』を１０月１８日(土)に阿寒

町公民館、１９日(日)に阿寒湖まりむ館で開催いたします。 

本年度は、映画『お終活 再春！人生ラプソディ』を上映いたします。 

超高齢社会で暮らす私たちにとって、高齢者から若者まで、全ての人が元気に

活躍し続けられる社会、安心して暮らすことのできる社会をつくることが重要な

課題となっています。 

本映画を通じて、人生百年時代、長い人生をどうしたら楽しく過ごせるのか、

また自分の人生を楽しく豊かに過ごしていくための大切さについて考えます。 

参加をご希望の方は、１０月１０日（金）までに、下記連絡先までお申し込み

いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ お問い合わせ先：阿寒支所地域福祉係 ０１５４（６６）４２００ 

 

 

 

本事業は、釧路市連合町内会・釧路市民生委員児童委員協議会・釧路市社会福祉協議会の三者連携事業と

して、“地域福祉の推進と担い手づくり”を目的に開講いたします。今年度は下記のとおり開催いたします。 

■開催場所：釧路市総合福祉センター １階大ホール 

 日   時 研修のねらい・内容 

第
１
講 

１１月６日（木） 

 ９：３０～ 

   １２：００ 

□高齢化の進展や一人暮らしの高齢者の増加、また障がい者の地域生活への移

行などを背景に、今後、成年後見制度の必要性はますます高まると考えられ

ます。今回の講座では地域を支える為に知っておきたい一つの制度として、

成年後見制度について学びます。 

◆講義 「知ってみよう！学んでみよう！成年後見制度」 

講師 釧路市権利擁護成年後見センター 副センター長 髙尾 悠太 氏 

第
２
講 

１１月１３日（木） 

 ９：３０～ 

   １２：００ 

□災害の現場では、全国から沢山の医師・看護師等が集まり、一人でも多くの

命を救うため活躍をしています。普段救命救急の現場で活躍されている、医

療従事者からの視点で私たちが備えておく必要がある防災対策、防災意識を

学びます。 

◆講義 「医療の現場から学ぶ、防災対策について」 

講師 市立釧路総合病院 救急看護認定看護師  泉谷 勇 氏 

第
３
講 

１１月２０日（木） 

９：３０～ 

   １２：００ 

□地域のつながりの希薄化などにより、寂しさや不安を抱えて暮らす人は多く

なってきています。お寺を拠点として、地域食堂や、地域住民の居場所作り

等、地域とのつながりを大切に活動されているお寺があります。活動内容を

学び、私たちが地域で出来ることについて一緒に考えていきます。 

◆講義 「地域とつながる、お寺の活動について」 

講師 大成寺 住職 藤井 敬亮 氏 

 
■お申し込み・お問い合わせ先：地域福祉課地域福祉推進係 ０１５４（２４）１６４８ 

３．阿寒地域住民福祉活動研修会『福祉映画のつどい』を開催します!! 

～阿寒支所からのお知らせ～ 

■研修内容   映画「お終活 再春！人生ラプソディ」上映会 

■日時・場所 【本 町地区】令和７年１０月１８日（土）１０：００～１２：００ 

              阿寒町公民館・大ホール【定員１００名】 

【阿寒湖地区】令和７年１０月１９日（日）１０：００～１２：００ 

阿寒湖まりむ館・まりも～る【定員３０名】 

■参 加 費  無料 

４．「令和７年度 地域ふくし講座」を開催します 
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全市普及を目指して重点事業とし

て進める緊急連絡カード推進事業

“安心バトン”について、新規の実

施や更新を検討している町内会があ

りましたら、事業の取り組み方など

について担当者より詳しくご説明を

させていただきます。更新カードの

依頼も随時受け付けております。 

 

※釧路地区では、右記に加え地区連

未加入の１２町内会で実施。総体で

３７６町内会での実施となっていま

す。 

（実績：令和７年９月２０日現在） 

 

 地 区 町内会数 
(地区連加入) 

実施数 達成率 増減 更新
(件) 

釧 

路 

東部南 90 72 80％ → ― 

東部北 98 72 73％ → １ 

中部南 82 58 71％ → ― 

中部北 57 45 79％ → ― 

西 部 82 68 83％ → １ 

小計（釧路地区） 409 315 77％ → ２ 

阿 寒 32 32 100％ → ― 

音 別 17 17 100％ → ― 

合計（全市） 458 364 79％ → ２ 

 
■ お問い合わせ先：地域福祉課 地域福祉推進係 ０１５４（２４）１６４８ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ホームヘルパーとして働いてみませんか？～ 

資格取得を応援します！ 
資格がなくても 

本会職員として採用します！ 
○介護職員初任者研修に係る費用を全額負担します。 

○介護職員初任者研修受講期間中の給与を補償します。 

 ・受講期間中：時給 1,010 円 

 ・受講終了後：時給 1,260 円（直接ケア従事の時給） 

 ※雇い入れは採用時において満 70 歳未満の方になります。  

資格取得に係る 

期間や時間、資格取得後は？ 
○介護職員初任者研修は、週１～３回のコースがあり、 

終了までに 3～５ヶ月程度かかり、トータルで９５

時間程度の受講が必要となります。 

○介護職員初任者研修修了後、本会ホームヘルパーと

して働いていただきます。 

■子育て中や未経験、60歳以上の方も大歓迎です。詳細は下記までお問い合わせください。 

【お問合せ先】0154（24）1595（在宅福祉課 平間） ※お気軽にお問い合わせください 

６．掲示板 

 

子育てサポートセンター 

す く す く の ご 紹 介 

「子育ての援助を受けたい方」と 

「育児の援助を行える方」が 

会員となり、お互いに地域の中で 

たすけあいながら子育てをする 

会員制の相互援助活動です。 

ご利用・活動を希望される方は各所

の担当へご連絡下さい。 
 

 

釧路０１５４（２３）２５５２ 

阿寒０１５４（６６）４２００ 

音別０１５４７（６）２９４１ 

 

 

釧 路 市 

権利擁護成年後見センター 

成年後見制度の利用をサポートし

ます。日常生活に不安のある方は、

お気軽にご相談ください。 

 

・成年後見制度の利用について 

・申し立て手続きの方法について 

・後見人活動について 

など 

（※相談は無料です） 
 

本所・地域福祉課 

０１５４（２４）１２０１ 

 

ホームヘルパー募集中 

勤務時間／6:00～18:00 の間 3 時間程度 

勤務日数／週 5 日程度（応相談） 

賃  金／時給 1,260 円～ 

※経験年数による昇給あり 

※通勤手当別途支給 

応募資格／①普通自動車運転免許 

※AT 限定可。実際に運転可 

能なこと 

②介護福祉士または介護職

員初任者研修修了（旧ホー

ムヘルパー2 級）以上 

契約期間／令和 7 年 4 月 1 日～ 

     令和 8 年 3 月 31 日まで 

      ※契約更新の可能性あり 

身  分／定時職員（パートタイマー） 

※詳細は下記へお問い合わせ下さい 

本所・在宅福祉課 

０１５４（２４）１５９５ 

５．緊急連絡カード推進事業(愛称：安心バトン)の普及状況 

 


